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長崎県アンテナショップ取扱商品基本方針 
 
 

１．趣旨 
 
 

首都圏にアンテナショップを設置し、長崎県の情報発信・収集・誘客対策等を行うた 

め、長崎県内の魅力ある商品を活用して集客が図れるよう、アンテナショップにおける 

取扱商品の基本方針を定める 
 
 
２．取扱商品の必要条件 

 
 
（１） 農林水産物（畜産物を含む）については長崎県内で生産、収穫されたものであるこ 

と 

（２） 農林水産物以外の商品（加工食品、工芸品など）については以下のいずれかに該当 

するものであること 

① 商品の主要な原材料が長崎県産であり、商品の製造または加工の最終段階が長崎県 

内に活動の拠点を置く者（以下、県内事業者という）によって行われていること 

② 商品の主要な原材料が長崎県産であり、県外の事業者により製造または加工され 

た商品の場合は、商品の販売が県内事業者により行われていること 

③ 商品の主要な原材料が県外産であっても、その製造または加工の最終段階及び 

販売を県内事業者が行っていること 

④ 商品の主要な原材料が県外産であり県外の事業者により製造または加工された商 

品であっても、その企画及び販売を県内事業者が行っていること 

⑤ その他、特に必要と認められるもの 
 
 
（３）食品安全基本法、食品衛生法、ＪＡＳ法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化 

に関する法律）、農薬取締法、薬事法、景品表示法（不当景品類及び不当表示防止 

法）、計量法、ＪＩＳ規格（日本工業規格）等、その他関係法令等に定める規定に 

違反していないこと 

（４）品質・衛生管理が適正に行われていること（確認のための生産情報の記録や検査記 

録、社内規則、製造過程の衛生管理マニュアル等の提出ができること） 

（５）ＰＬ保険（生産物賠償責任保険）もしくは一般の賠償保険等に加入し、商品が原因 

による事故等が発生した場合に、商品の製造者により、被害者の救済ができること 

（６）特許、新実用新案等の係争中ではない商品、或いは係争の恐れがない商品であるこ 

と 



 
 

３．取扱商品の選定基準（次のいずれかに該当するもの） 
 
 
（１） 次の項目のそれぞれについて総合的に判断し、登録商品を決定する 

① 本物、希少性、物語性があるもの 

② 味、品質、パッケージ等が優れているもの 

③ 商品や生産者のこだわり、付加価値等が伝えられるもの 

④ 話題性が高いと判断されるもの 

⑤ 長崎県のブランド価値を高めるうえでふさわしいもの 

⑥ 市町及び団体等から推薦され、地域活力を生み出すと認められるもの 

⑦ 長崎県が認定した「長崎四季畑」「平成『長崎俵物』及び長崎県が行う「長崎県特産 

品新作展」の入賞作品であること 
 
 
４．登録商品の募集及び決定に係る手順等について 

 
 
（１） 出品希望者は、事業者登録書（様式１）、企業概要が分かる資料等を下記宛先に提出 

すること（提出書類については返却いたしません） 

（２） 登録事業者には、運営事業者が開催する説明会等の案内を行う 

（３） 登録事業者と運営事業者で商談のうえピックアップした商品、及び登録事業者が積 

極的に登録したい商品について、商品登録申込書を運営事業者へ提出すること 

（上記書類の提出後、サンプル商品を提供すること） 

（４） 商談内容と提出された書類により、運営事業者がリストアップした商品を、商品選 

定委員会（運営事業者、長崎県、及び長崎県が指定する流通事業者等で構成）で協 

議し、最終的な登録商品（販売可能な商品）を決定する 
 
 
５．販売商品の決定に係る手順等について 

 
 
（１） 登録商品（販売可能な商品）を扱う登録事業者には個別に連絡し、販売にかかる手 

続きを進める 

（２） 販売商品は、登録商品の中から運営事業者または県が決定する 
 
 
６．その他 

 
 
（１） 出品希望者は、顧客や商品選定会議での意見、店舗での販売実績から得られる改善 

点等を、運営事業者からフィードバックされた場合は、商品改良に取り組むこと 

（２） 基本方針に定めない事項は、運営事業者と県で協議し決定する 



 
 

○事業者登録書・商品登録申込書 送り先 
 
 

〒136-0082 東京都江東区新木場 2-2-1  
株式会社ノムラデベロップメント    

日本橋長崎館 事業者登録・商品登録係

TEL：03-5569-1500（代） 

FAX：03-5569-1503 
HP ：http://www.nomuradevelopment.co.jp/ 


